
































































































































































































































































































（物件の取得又は売却に係る業務フロー（利害関係人等取引に該当する場合）） 

（ｂ）前記（ａ）以外の物件の取得又は売却の場合 
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（エ）顧客間の競合についての対策 

ａ．本投資法人と他の受託ファンドとの間の利益相反について 

本資産運用会社は本投資法人以外に、複数の顧客と投資一任契約又は投資助言契約を締結していま

す。顧客の投資対象となる資産の取得が競合することのないよう、①ファンド毎に投資方針を策定する

こと、②本投資法人のみを取り扱う専任部署を設けること、③その他適切な措置を講じるものとしま

す。 

上記③の措置として、本資産運用会社が入手した投資対象不動産（その用途が主として物流施設並び

に工場、研究開発施設及びデータセンター等の産業用不動産であるものとします。以下本（エ）におい

て同じです。）の売却情報については、原則として本投資法人が他の受託ファンドよりも優先的に検討

する権利を持つこととします。具体的なプロセスは、以下のとおりです。 

（ａ）本資産運用会社は、自らが入手した物件に関する売却情報のうち、本投資法人の投資方針に合致する

可能性があるものについては、本投資法人による取得について優先的に検討を行います。 

（ｂ）但し、売主（オリジネーター）の提示した売却条件が、本投資法人による取得では満たせない場合に

は、この限りではありません。例えば売主が当該物件の専用ファンドでの取得を売買条件としている場

合や売主が当該物件を取得するファンドへの出資を前提条件としている場合等です。 

（ｃ）前記（ａ）に基づき優先的に検討を行う投資対象不動産については、本投資法人の物件規模、利回り

の水準、所在エリア等の投資方針との整合性、投資方針や運用計画との整合性、検討時点において想定

されるポートフォリオ全体の収益性、成長性、安定性等を総合的に検証した上で、本投資法人にて取得

すべきか否かを判断します。なお、本投資法人の増資スケジュールと売主の売却希望時期が合わず調整

も不可能な場合等、当該投資対象不動産の取得に必要な資金調達が不可能であるとの理由により取得を

見送るという判断をする場合もあります。 

（ｄ）前記（ｃ）における検討の結果、本投資法人での取得の判断をした場合には、より詳細なデューディ

リジェンス等取得実行へ向けてのプロセスに入ります。 

（ｅ）前記（ｃ）における検討の結果、本投資法人での取得見送りとの判断をした場合には、本投資法人に

よる取得のための検討を終了します。 

（ｆ）また、上記の判断に関しては以下の手続を経ます。 

i．投資営業部にて当該投資対象不動産の取得検討資料を作成後、物流リート部にて当該投資対象不動

産等に係る検討を開始する旨の書類を起案・決裁の上、本投資法人での取得の検討を開始します。 

ii．関係各部との協議を経て、物流リート部にて前述の判断基準に照らして一次的な投資判断を行いま

す。 

iii．本投資法人での取得の判断をした場合には、より詳細なデューディリジェンス等取得実行へ向け

てのプロセスに入ります。 

iv．本投資法人での取得見送りとの判断をした場合には、当該判断に至った理由等を明記の上、本投資

法人での検討を終了する旨の書類を物流リート部にて起案・決裁の上、本投資法人での取得の検討

を終了します。 

 

ｂ．日本オープンエンド不動産投資法人と本投資法人との間の利益相反について 

本資産運用会社は、本投資法人の他にオープンエンド型非上場私募不動産投資法人である日本オープ

ンエンド不動産投資法人との間においても資産運用委託契約を締結しています。資産運用委託契約に基

づきその資産を運用する日本オープンエンド不動産投資法人はオフィス、商業施設、賃貸住宅又はホテ

ルを主たる用途とする物件を投資対象とし、本資産運用会社が資産運用委託契約に基づきその資産を運

用する本投資法人は物流施設を主たる用途とする物件並びに工場、研究開発施設及びデータセンター等

の産業用不動産を投資対象とします。そのため、新規物件取得時（ファンド間売買の場合を除きま

す。）に本資産運用会社が入手した物件に関する売却情報をいずれの投資法人が優先的に検討を行うか

は問題とならず、新規物件取得時（ファンド間売買の場合を除きます。）の利益相反の問題は生じませ

ん。また、日本オープンエンド不動産投資法人を売主とし、本投資法人を買主とする日本オープンエン

ド不動産投資法人の保有資産に係る取引、及び本投資法人を売主とし、日本オープンエンド不動産投資

法人を買主とする本投資法人の保有資産に係る取引はいずれも想定されず、各投資法人間の売買による

利益相反の問題も生じません。 

 

- 145 -



② 投資リスクに関する管理体制 

前記「第一部 ファンド情報／第１ ファンドの状況／３ 投資リスク」の様々なリスクに鑑み、本投資

法人及び本資産運用会社は、本投資法人の資産運用に関し、以下の検証システムを通じ、実効性のあるリス

ク管理体制を整備し、最大限の効果の発揮に努めています。本投資法人及び本資産運用会社は可能な限り、

本投資口又は本投資法人債への投資に関するリスクの発生の回避及びリスクが発生した場合の対応に努める

方針ですが、これらの措置が結果的に十分な成果を収めるとの保証はありません。 

 

（ア）本投資法人の体制 

本投資法人は、少なくとも３か月に１回以上役員会を開催し、適宜本資産運用会社の運用状況の報告を受

け、定期的に法令等遵守に関する事項について議論する他、執行役員は適宜本資産運用会社の運用状況を聴

取及び関係書類の閲覧・調査を実施し、本資産運用会社の管理・監督を行います。 

また、監督役員は、原則として、法令等遵守に関する事項について議論を行う役員会に出席しなければな

らず、執行役員及び監督役員は、必要に応じて、本資産運用会社、本会計監査人、又は法律事務所の役職員

その他適当と認める者を役員会に同席させ、説明、意見の申述等を行わせることができます。 

 

（イ）本資産運用会社の体制 

ａ．本資産運用会社は、本資産運用会社の取締役会において審議、決議され、本投資法人の役員会に報告さ

れる資産運用ガイドラインを遵守するとともに、本資産運用会社のコンプライアンス規程及びリスク管

理規程に基づきコンプライアンス及びリスク管理を行います。 

 

ｂ．本資産運用会社は、利害関係人等と本投資法人との間の取引については、原則として、本資産運用会社

のコンプライアンス部、コンプライアンス・リスク管理委員会に付され取引に係る議案を審議するもの

とされています。かつ、利害関係人取引に関する自主ルールを利害関係人等取引規程において定めてお

り、これを遵守することにより利益相反に係るリスク管理を行います。 

 

ｃ．本資産運用会社は、投資法人に係るインサイダー取引規制導入に十分な対応を図るための内部体制の構

築を念頭におき、内部者取引の未然防止についての内部情報等管理規程を定め、役職員等のインサイダ

ー取引（インサイダー類似取引も含まれます。）の防止に努めています。 

 

ｄ．本資産運用会社は、コンプライアンス部が、法令遵守の状況を監視します。また、本資産運用会社は、

コンプライアンスに関する社内体制を整備し、コンプライアンス上の問題の発生についての対応を講じ

ています。さらに、コンプライアンス・マニュアルを作成し、コンプライアンス基本方針や役職員等の

行動規範を定めるのみならず定期的にコンプライアンス研修を実施します。 

 

ｅ．本資産運用会社は、コンプライアンス部をリスク管理部門とし、本資産運用会社のリスクの所在及びリ

スクの種類を理解した上で、運用部門の担当者に当該内容を理解・認識させるよう、適切な方策を講じ

るものとします。 

 

ｆ．本資産運用会社は、内部監査に関する社内体制を整備し、取締役会及び取締役社長の監督に基づく実効

的な監視活動を通じて、リスクを特定し、その最小化を図っています。内部監査に関する担当部門であ

る内部監査部は、他の組織及び部署から独立した組織として維持するものとします。 

 

以上のように、本投資法人及び本資産運用会社は投資リスクに関する管理体制を整備していますが、この

ような体制が常に有効に機能する保証はありません。管理体制が有効に機能しないことによりリスクが顕在

化した場合、本投資法人又は投資主に損失が生じるおそれがあります。 
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（３）【大株主の状況】

（本書の日付現在） 
 

名称 住所 
所有株式数 

（株） 

比率（注） 

（％） 

三菱地所株式会社 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 3,000 100.0 

合計 3,000 100.0 

（注）発行済株式総数（自己株式を除きます。）に対する所有株式数の比率を記載しています。 

 

（４）【役員の状況】

（本書の日付現在） 
 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 
（株） 

取締役社長 

（常勤） 
荒木 治彦 

1989年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

2001年 ４月 ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント株式会社 

2008年 ４月 三菱地所株式会社 都市開発業務部 副長 

2014年 ４月 同社 ビル運営事業部 副長 

2015年 ４月 同社 丸の内開発部長 

2018年 ４月 

2019年 ４月 

同社 ビル業務企画部長 

同社 グループ執行役員（現任） 

  三菱地所投資顧問株式会社 取締役社長（現任） 

専務取締役 

物流リート 

部長 

（常勤） 

坂川 正樹 

1986年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

2002年 ６月 株式会社アスコットジャパン 

2006年 ４月 同社 

三菱地所株式会社 資産開発事業部 副長（兼務） 

2008年 ４月 同社 

三菱地所株式会社 都市開発事業部 副長（兼務） 

2009年 ４月 三菱地所株式会社 都市開発事業部 副長 

株式会社アスコットジャパン（兼務） 

2010年 ４月 三菱地所株式会社 経営企画部 副長 

2012年 ４月 同社 経営企画部 担当部長 

2013年 ４月 同社 経営企画部 投資監理室長（兼務） 

2014年 ４月 同社 投資マネジメント事業部長 

2017年 ４月 三菱地所投資顧問株式会社 常務取締役 

2017年 ５月 本投資法人 執行役員（現任） 

2018年 ４月 

2019年 ４月 

三菱地所投資顧問株式会社 常務取締役物流リート部長 

同社 専務取締役物流リート部長（現任） 

専務取締役 

経営管理 

部長 

（常勤） 

桑原 直樹 

1987年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

2009年 ４月 同社 投資マネジメント事業推進室 副室長 

2010年 ４月 三菱地所投資顧問株式会社 経営企画部長兼総務部長兼リスク管理

部長 

2011年 ４月 同社 コンプライアンス部長兼内部監査部長 

2012年 ４月 同社 取締役ファンドマネジメント部長 

2013年 ４月 同社 取締役ファンドマネジメント部長兼資産運用部長 

2013年 ６月 同社 取締役ファンドマネジメント部長 

2013年 ８月 同社 常務取締役ファンドマネジメント部長 

2014年 ４月 

2015年 １月 

同社 専務取締役ファンドマネジメント部長 

TA Realty LLC 出向 

2015年 ４月 TA Realty LLC  Executive Vice President 

2019年 ４月 三菱地所投資顧問株式会社 専務取締役経営管理部長（現任） 
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（本書の日付現在） 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 
（株） 

常務取締役 

投資営業 

部長 

（常勤） 

荒木 康至 

1992年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

2010年 ４月 三菱地所投資顧問株式会社 資産運用部 次長 

2012年 ４月 同社 投資営業部 次長 

2015年 ４月 同社 投資営業部 担当部長 

2017年 ４月 同社 物流リート部長 

2018年 ４月 

2019年 ４月 

同社 取締役投資営業部長 

同社 常務取締役投資営業部長（現任） 

取締役 

（非常勤） 
露崎 達也 

1992年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

2010年 ４月 同社 都市開発事業部副長 

2014年 ４月 同社 法務コンプライアンス部 副長 

2017年 ４月 同社 法務コンプライアンス部 ユニットリーダー 

2019年 ４月 同社 ソリューション業務企画部長（現任） 

三菱地所投資顧問株式会社 取締役（現任） 

取締役 

（非常勤） 
小島 正二郎 

1988年 ４月 三菱地所株式会社 入社 

- 

1993年 ６月 Rockefeller Group, Inc. 出向 

1995年 ７月 Cushman & Wakefield, Inc. Director 

1998年 ４月 Cushman & Wakefield, Inc. Managing Director 

2000年 ４月 三菱地所株式会社 ビル業務部 

2002年 ４月 同社 ビル事業企画部 

2005年 ４月 三菱地所投資顧問株式会社 出向 

2009年 ４月 同社 資産運用部長 

2010年 ４月 同社 コンプライアンス部長兼内部監査部長 

2011年 ４月 同社 資産運用部長 

2013年 ４月 三菱地所アジア社 取締役副社長 

2014年 ４月 同社 取締役社長 

2018年 ４月 三菱地所株式会社 投資マネジメント事業部長（現任） 

  TA Realty LLC Member of the Board of Managers（現任） 

  Europa Capital LLP Management Committee Member（現任） 

2018年 ５月 Pan Asia Realty Advisors Director（現任） 

2019年 ６月 三菱地所投資顧問株式会社 取締役（現任） 
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（本書の日付現在）

 

役職名 氏名 主要略歴 
所有 
株式数 
（株） 

監査役 

（常勤） 
舟橋 健典 

1979年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

1998年 ６月 同社 総務部 副長 

2005年 ４月 同社 総務部 担当部長 

2012年 ４月 株式会社メック・ヒューマンリソース 取締役社長 

2016年 ４月 三菱地所投資顧問株式会社 監査役（現任） 

  メック情報開発株式会社 監査役 

2017年 ６月 株式会社三菱地所設計 監査役（現任） 

  株式会社メック・デザイン・インターナショナル 監査役 

（現任） 

監査役 

（非常勤） 
岡田 芳明 

1985年 ４月 三菱地所株式会社入社 

- 

2009年 ４月 同社 内部監査室 副室長 

同社 監査役室（兼務） 

2012年 ４月 同社 環境・CSR推進部長 

2015年 ４月 同社 法務・コンプライアンス部長（現任） 

  三菱地所投資顧問株式会社 監査役（現任） 

 

（５）【事業の内容及び営業の概況】

① 資産運用委託契約上の業務 

本資産運用会社は、資産運用委託契約に基づき、以下の業務を行います。 

（ア）運用資産の運用に係る業務 

（イ）本投資法人が行う資金調達に係る業務 

（ウ）運用資産の状況についての本投資法人への報告業務 

（エ）運用資産に係る運用計画の策定業務 

（オ）その他本投資法人が随時委託する上記（ア）ないし（エ）に付随し又は関連する業務 

 

② 営業の概況 

本書の日付現在、本資産運用会社が資産の運用を行う投資法人は、本投資法人及び日本オープンエンド不

動産投資法人です。 

 

名称 本投資法人 
日本オープンエンド不動産 

投資法人 

基本的性格 中長期的な観点で、安定した収益の確保を

企図した内部成長及び運用資産の外部成長

を図り、主として不動産等資産に投資を行

うことを通じて資産の運用を行います。 

投資主より払い込まれた資金等を運用資産

に投資することにより、中長期的な観点か

ら、安定した収益の確保と着実な運用資産

の成長を目指し、資産の運用を行います。 

設立年月日 2016年７月14日 2009年12月２日 

純資産総額 

（百万円） 

（注１） 

62,044百万円 

（2019年８月31日現在） 

非開示（注２） 

１口当たりの

純資産額 

（円） 

252,403円 

（2019年８月31日現在） 

非開示（注２） 

（注１）純資産総額は百万円未満を切り捨てて記載しています。 

（注２）日本オープンエンド不動産投資法人から純資産総額等の開示について同意を得られていないため、非開示としていま

す。 
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２【その他の関係法人の概況】

①資産保管会社、投資主名簿等管理人及び一般事務受託者（機関運営事務） 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

（ア）名称 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 

（イ）資本金の額 

324,279百万円（2019年９月30日現在） 

 

（ウ）事業の内容 

銀行法（昭和56年法律第59号、その後の改正を含みます。）に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の

信託業務の兼営等に関する法律（昭和18年法律第43号、その後の改正を含みます。）に基づき信託業務を営

んでいます。 

 

（２）関係業務の概要 

（ア）資産保管会社としての業務 

本投資法人の資産の保管に係る業務 

 

（イ）投資主名簿等管理人としての業務 

ａ．投資主名簿及び投資法人債原簿並びにこれらに付属する帳簿の作成、管理及び備置その他の投資主名簿

及び投資法人債原簿に関する事務 

ｂ．上記ａ．に定める他、以下の帳簿その他の投信法、投信法施行令並びに投信法施行規則その他の適用法

令の規定により作成及び保管しなければならない帳簿書類の作成、管理及び備置に関する事務（但し、

該当する事務が生じていない場合を除きます。） 

（ａ）分配利益明細簿 

（ｂ）投資証券台帳 

（ｃ）投資証券不発行管理簿 

（ｄ）投資証券払戻金額帳 

（ｅ）未払分配利益明細簿 

（ｆ）未払払戻金明細簿 

ｃ．投資口の名義書換、質権の登録又は抹消、信託財産の表示又は抹消 

ｄ．振替機関等により通知される総投資主通知その他の通知の受理に関する事務 

ｅ．投資主の投資証券不所持申出並びに投資証券の発行又は返還請求の受理等に関する事務 

ｆ．投資主、登録投資口質権者、これらの法定代理人及び以上の者の常任代理人（本（イ）において「投資

主等」といいます。）の氏名及び住所の登録並びに変更の登録に関する事務 

ｇ．上記ａ．ないしｆ．に掲げるものの他、投資主等の提出する届出の受理に関する事務 

ｈ．投資主総会招集通知及び決議通知等の投資主総会関連書類の発送及び議決権行使書又は委任状の作成及

び集計に関する事務 

ｉ．投資主等に対して分配する金銭の支払いに関する事務 

ｊ．投資主等からの照会に対する応答に関する事務 

ｋ．投資口の統計資料並びに法令又は契約に基づく官庁、金融商品取引所、振替機関等への届出又は報告の

ための資料の作成に関する事務 

ｌ．投資口の募集及び私募、投資口の併合・分割その他本投資法人が臨時に指定する事務 

ｍ．投資主等に対する通知書、催告書及び報告書等の発送に関する事務 

ｎ．投資主等の権利行使に関する請求その他の投資主等からの申出の受付に関する事務（上記ａ.ないしｍ.

の事務に関連するものに限ります。） 

ｏ．上記ａ.ないしｎ.に掲げる事務に付随する印紙税等の納付に関する事務 

ｐ．投資主等の個人番号及び法人番号の収集及び登録に関する事務 

ｑ．投資主等の個人番号及び法人番号の保管、利用及び廃棄又は削除に関する事務 

ｒ．上記ａ.ないしｑ.に掲げる事項に付随する事務 
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（ウ）一般事務受託者（機関運営事務）としての業務 

機関の運営に関する事務（但し、上記（イ）の事務を除きます。） 

 

（３）資本関係 

該当事項はありません。 

 

②一般事務受託者（会計事務等） 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

（ア）名称 

税理士法人令和会計社 

東京都中央区日本橋一丁目４番１号 

 

（イ）資本金の額 

該当事項はありません。 

 

（ウ）事業の内容 

税理士法（昭和26年法律第237号、その後の改正を含みます。）に基づき税務に関する業務を営んでいま

す。 

 

（２）関係業務の概要 

（ア）本投資法人の計算に関する事務（投信法第117条第５号に規定する事務） 

 

（イ）本投資法人の会計帳簿の作成に関する事務（投信法第117条第６号及び投信法施行規則第169条第２項第６

号に規定する事務） 

 

（ウ）本投資法人の納税に関する事務（投信法第117条第６号及び投信法施行規則第169条第２項第７号に規定す

る事務） 

 

（エ）その他、上記の事務に関連し又は付随する事務 

 

（３）資本関係 

該当事項はありません。 

 

③本投資法人の特定関係法人 

（１）名称、資本金の額及び事業の内容 

 

名称 
資本金の額（注） 

（2019年９月30日現在） 
事業の内容 

三菱地所株式会社 142,147百万円 
不動産の開発、運営、管理、販売、

運用 他 

（注）資本金の額は百万円未満を切り捨てて記載しています。 

 

（２）関係業務の概要 

スポンサーサポート契約に基づき、優先交渉権の付与及び情報提供、保有資産に係るテナントとのリレーショ

ンサポートの提供並びにその他の関連業務及び支援を行います。また、商標使用許諾契約（三菱）に基づき、

「三菱」及び「ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ」の商標（商標登録番号第4853087号及び第4853088号）について通常使用

権を許諾しています。さらに、三菱地所は、本投資法人及び本資産運用会社に対し、「ロジクロス（ロゴマー

ク）」の商標（商標登録番号第5674165号）について通常使用権を許諾しています。 

 

（３）資本関係 

三菱地所は、本書の日付現在で、本投資法人の投資口のうち12,450口を保有しています。 

 

- 151 -



第５【投資法人の経理状況】
 

１. 財務諸表の作成方法について 

本投資法人の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、そ

の後の改正を含みます。）及び同規則第２条の規定により、「投資法人の計算に関する規則」（平成18年内閣府令第

47号、その後の改正を含みます。）に基づいて作成しています。 

 

２. 監査証明について 

本投資法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期計算期間（2019年３月１日から2019年

８月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けています。 

 

３. 連結財務諸表について 

本投資法人には子会社がありませんので、連結財務諸表は作成していません。 
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１【財務諸表】

（１）【貸借対照表】

    （単位：千円） 

  前 期 
（2019年２月28日） 

当 期 
（2019年８月31日） 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 1,856,912 2,627,266 

信託現金及び信託預金 3,185,098 3,196,426 

営業未収入金 18,674 22,102 

前払費用 20,637 10,300 

未収消費税等 312,168 - 

その他 - 753 

流動資産合計 5,393,492 5,856,848 

固定資産    

有形固定資産    

信託建物 37,515,698 ※１ 37,535,830 

減価償却累計額 △1,365,361 △1,839,363 

信託建物（純額） 36,150,337 35,696,466 

信託構築物 ※１ 1,288,743 ※１ 1,286,857 

減価償却累計額 △35,273 △48,050 

信託構築物（純額） 1,253,469 1,238,807 

信託機械及び装置 - 7,372 

減価償却累計額 - △51 

信託機械及び装置（純額） - 7,320 

信託工具、器具及び備品 689 4,806 

減価償却累計額 △28 △252 

信託工具、器具及び備品（純額） 661 4,554 

信託土地 45,603,368 45,603,368 

有形固定資産合計 83,007,836 82,550,517 

無形固定資産    

ソフトウエア 6,785 5,835 

その他 841 791 

無形固定資産合計 7,626 6,626 

投資その他の資産    

繰延税金資産 11 13 

長期前払費用 14,161 11,484 

敷金及び保証金 10,000 10,000 

投資その他の資産合計 24,172 21,498 

固定資産合計 83,039,635 82,578,642 

繰延資産    

創立費 28,223 22,175 

繰延資産合計 28,223 22,175 

資産合計 88,461,352 88,457,666 
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    （単位：千円） 

  前 期 
（2019年２月28日） 

当 期 
（2019年８月31日） 

負債の部    

流動負債    

営業未払金 140,574 97,523 

1年内返済予定の長期借入金 4,000,000 4,000,000 

未払金 7,075 11,536 

未払分配金 4,984 6,549 

未払費用 264,448 286,273 

未払法人税等 837 881 

未払消費税等 - 138,971 

前受金 407,446 405,806 

流動負債合計 4,825,367 4,947,542 

固定負債    

長期借入金 19,924,000 19,924,000 

信託預り敷金及び保証金 1,529,276 1,541,562 

固定負債合計 21,453,276 21,465,562 

負債合計 26,278,644 26,413,105 

純資産の部    

投資主資本    

出資総額    

出資総額 61,262,651 61,262,651 

出資総額控除額 △250,808 △430,007 

出資総額（純額） 61,011,843 60,832,644 

剰余金    

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,170,864 1,211,916 

剰余金合計 1,170,864 1,211,916 

投資主資本合計 62,182,708 62,044,560 

純資産合計 ※２ 62,182,708 ※２ 62,044,560 

負債純資産合計 88,461,352 88,457,666 
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（２）【損益計算書】

    （単位：千円） 

 
前 期 

（自 2018年９月１日 
  至 2019年２月28日） 

当 期 
（自 2019年３月１日 

   至 2019年８月31日） 

営業収益    

賃貸事業収入 ※１ 2,358,795 ※１ 2,399,157 

その他賃貸事業収入 ※１ 134,976 ※１ 131,229 

営業収益合計 2,493,772 2,530,386 

営業費用    

賃貸事業費用 ※１ 940,015 ※１ 959,140 

資産運用報酬 190,172 209,632 

資産保管手数料 848 850 

一般事務委託手数料 17,869 19,278 

役員報酬 2,400 2,400 

支払手数料 49,544 57,014 

その他営業費用 25,578 28,147 

営業費用合計 1,226,428 1,276,463 

営業利益 1,267,344 1,253,922 

営業外収益    

受取利息 23 25 

還付加算金 - 788 

受取保険金 30,210 41,561 

固定資産税還付金 - 12,880 

その他 1 - 

営業外収益合計 30,234 55,255 

営業外費用    

支払利息 48,378 49,662 

融資関連費用 10,516 8,915 

創立費償却 6,047 6,047 

投資口交付費償却 31,263 - 

災害による損失 25,497 1,075 

固定資産圧縮損 4,303 30,725 

営業外費用合計 126,007 96,427 

経常利益 1,171,572 1,212,751 

税引前当期純利益 1,171,572 1,212,751 

法人税、住民税及び事業税 841 885 

法人税等調整額 1 △2 

法人税等合計 842 883 

当期純利益 1,170,729 1,211,868 

前期繰越利益 134 47 

当期未処分利益又は当期未処理損失（△） 1,170,864 1,211,916 
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（３）【投資主資本等変動計算書】

前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

            （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
  出資総額 剰余金 

投資主資本
合計 

  出資総額 
出資総額
控除額 

出資総額
（純額） 

当期未処分
利益又は当
期未処理損
失（△） 

剰余金合計 

当期首残高 53,685,400 △120,910 53,564,490 1,002,724 1,002,724 54,567,214 54,567,214 

当期変動額              

新投資口の発行 7,577,251 - 7,577,251 - - 7,577,251 7,577,251 

利益超過分配 - △129,898 △129,898 - - △129,898 △129,898 

剰余金の配当 - - - △1,002,590 △1,002,590 △1,002,590 △1,002,590 

当期純利益 - - - 1,170,729 1,170,729 1,170,729 1,170,729 

当期変動額合計 7,577,251 △129,898 7,447,353 168,139 168,139 7,615,493 7,615,493 

当期末残高 ※１ 61,262,651 △250,808 61,011,843 1,170,864 1,170,864 62,182,708 62,182,708 

 

当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

            （単位：千円） 

  投資主資本 

純資産合計 
  出資総額 剰余金 

投資主資本
合計 

  出資総額 
出資総額
控除額 

出資総額
（純額） 

当期未処分
利益又は当
期未処理損
失（△） 

剰余金合計 

当期首残高 61,262,651 △250,808 61,011,843 1,170,864 1,170,864 62,182,708 62,182,708 

当期変動額              

利益超過分配 - △179,199 △179,199 - - △179,199 △179,199 

剰余金の配当 - - - △1,170,816 △1,170,816 △1,170,816 △1,170,816 

当期純利益 - - - 1,211,868 1,211,868 1,211,868 1,211,868 

当期変動額合計 - △179,199 △179,199 41,051 41,051 △138,147 △138,147 

当期末残高 ※１ 61,262,651 △430,007 60,832,644 1,211,916 1,211,916 62,044,560 62,044,560 
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（４）【金銭の分配に係る計算書】

 
前 期 

（自 2018年９月１日 
  至 2019年２月28日） 

当 期 
（自 2019年３月１日 

  至 2019年８月31日） 

Ⅰ．当期未処分利益 1,170,864,727円 1,211,916,552円 

Ⅱ．利益超過分配金加算額    

  出資総額控除額 179,199,135円 146,014,110円 

Ⅲ．分配金の額 1,350,015,980円 1,357,882,060円 

（投資口1口当たり分配金の額） (5,492円) (5,524円) 

うち利益分配金 1,170,816,845円 1,211,867,950円 

（うち１口当たり利益分配金） (4,763円) (4,930円) 

うち利益超過分配金 179,199,135円 146,014,110円 

（うち１口当たり利益超過分配金） (729円) (594円) 

Ⅳ．次期繰越利益 47,882円 48,602円 

分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第35条第１項に定

める分配方針に基づき、分配金額

は、租税特別措置法第67条の15に規

定されている「配当可能利益の額」

の100分の90に相当する金額を超え

るものとしています。かかる方針に

より、当期については、当期未処分

利益を超えない額で発行済投資口の

総口数245,815口の整数倍の最大値

となる1,170,816,845円を利益分配

金として分配することとしました。 

 なお、本投資法人は、本投資法人

の規約第35条第２項に定める金銭の

分配の方針に基づき、当該期間に発

生する減価償却費の30％を目途とし

て、毎期継続的に利益を超える金銭

の分配（税法上の出資等減少分配に

該当する出資の払戻し）を行いま

す。当期については、運用状況の見

通しにおいて、賃貸事業収益の一時

的な減少を想定していたため、一口

当たり分配金を平準化することを目

的に、当該期間に発生する減価償却

費の30％に相当する継続的利益超過

分配金に加え、当該期間に発生する

減価償却費の7％に相当する一時的

利益超過分配金を分配する方針とい

たしました。

 かかる方針をふまえ、当期につい

ては、減価償却費の30％にほぼ相当

する額である145,276,665円に加

え、減価償却費の7％にほぼ相当す

る額である33,922,470円を、利益を

超える金銭の分配（税法上の出資等

減少分配に該当する出資の払戻し）

として分配することとしました。

本投資法人の規約第35条第１項に定

める分配方針に基づき、分配金額

は、租税特別措置法第67条の15に規

定されている「配当可能利益の額」

の100分の90に相当する金額を超え

るものとしています。かかる方針に

より、当期については、当期未処分

利益を超えない額で発行済投資口の

総口数245,815口の整数倍の最大値

となる1,211,867,950円を利益分配

金として分配することとしました。 

なお、本投資法人は、本投資法人の

規約第35条第２項に定める金銭の分

配の方針に基づき、毎期継続的に利

益を超える金銭の分配（税法上の出

資等減少分配に該当する出資の払戻

し）を行います。 

かかる方針をふまえ、減価償却費の

30％にほぼ相当する額である

146,014,110円を、利益を超える金

銭の分配（税法上の出資等減少分配

に該当する出資の払戻し）として分

配することとしました。 

（注）本投資法人は、経済環境、不動産市場、賃貸市場等の動向、利益の金額が配当可能利益の額の100分の90に相当す

る金額に満たないこと、若しくは分配金額が投資法人に係る課税の特例規定における要件を満たさないことによ

り、又はその他投資主の利益を最大化するため、本投資法人が適切と判断した場合、法令等（一般社団法人投資信

託協会規則を含みます。）において定める金額を上限に、利益を超えて金銭の分配をすることができます。 
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（５）【キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：千円） 

 
前 期 

（自 2018年９月１日 
  至 2019年２月28日） 

当 期 
（自 2019年３月１日 

  至 2019年８月31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 1,171,572 1,212,751 

減価償却費 485,904 488,054 

投資口交付費償却 31,263 - 

受取利息 △23 △25 

支払利息 48,378 49,662 

受取保険金 △30,210 △41,561 

固定資産圧縮損 4,303 30,725 

災害による損失 25,497 1,075 

営業未収入金の増減額（△は増加） 8,076 △3,427 

未収消費税等の増減額（△は増加） △312,168 312,168 

前払費用の増減額（△は増加） 5,504 10,337 

長期前払費用の増減額（△は増加） 766 2,676 

営業未払金の増減額（△は減少） 45,918 △26,588 

未払金の増減額（△は減少） △5,798 4,461 

未払費用の増減額（△は減少） 19,762 21,024 

未払消費税等の増減額（△は減少） △108,215 138,971 

前受金の増減額（△は減少） 93,868 △1,639 

その他 9,798 5,294 

小計 1,494,200 2,203,961 

利息の受取額 23 25 

利息の支払額 △47,145 △48,861 

保険金の受取額 30,210 41,561 

災害損失の支払額 △25,497 △1,075 

法人税等の支払額 △865 △841 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,450,925 2,194,769 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

信託有形固定資産の取得による支出 △12,541,961 △76,924 

信託預り敷金及び保証金の受入による収入 300,506 16,923 

信託預り敷金及び保証金の返還による支出 △1,525 △4,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,242,980 △64,637 

財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入れによる収入 12,961,000 - 

短期借入金の返済による支出 △12,961,000 - 

長期借入れによる収入 5,023,000 - 

投資口の発行による収入 7,545,987 - 

利益分配金の支払額 △1,002,300 △1,169,608 

利益超過分配金の支払額 △129,642 △178,842 

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,437,044 △1,348,450 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 644,989 781,681 

現金及び現金同等物の期首残高 4,397,022 5,042,011 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,042,011 ※１ 5,823,693 
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（６）【注記表】

[継続企業の前提に関する注記] 

該当事項はありません。 

 

[重要な会計方針に係る事項に関する注記] 

１．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産（信託財産を含みます。） 

定額法を採用しています。 

なお、有形固定資産の耐用年数は以下のとおりです。 

建物        ２年～60年 

構築物       10年～58年 

機械及び装置    12年 

工具、器具及び備品 ６年～10年 

（２）無形固定資産 

定額法を採用しています。 

（３）長期前払費用 

定額法を採用しています。 

２．繰延資産の処理方法 創立費 

５年均等償却を行っています。 

３．収益及び費用の計上基準 固定資産税等の処理方法 

保有する不動産に係る固定資産税、都市計画税及び償却資産税等

については、賦課決定された税額のうち当期に対応する額を賃貸事

業費用として費用処理する方法を採用しています。 

なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴

い、精算金として譲渡人に支払った初年度の固定資産税等相当額に

ついては、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入していま

す。 

４．キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金及び信託現金、随時引き出し可能な預金及び信託預金

並びに容易に換金が可能であり、かつ、価値の変動について僅少の

リスクしか負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっています。 

５．その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

（１）不動産等を信託財産とする信託受益権に関する会計処理方法 

保有する不動産等を信託財産とする信託受益権については、信託

財産内の全ての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収

益及び費用勘定について、貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科

目に計上しています。 

なお、該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性がある下記

の科目については、貸借対照表において区分掲記しています。 

①信託現金及び信託預金 

②信託建物、信託構築物、信託機械及び装置、信託工具、器具及

び備品、信託土地 

③信託預り敷金及び保証金 

（２）消費税等の処理方法 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。 
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[貸借対照表に関する注記] 

※１．有形固定資産の圧縮記帳額 

（単位：千円） 

     
前 期 

（2019年２月28日） 

当 期 

（2019年８月31日） 

信託建物   － 28,020 

信託構築物   4,303 7,008 

 

※２．投信法第67条第４項に定める最低純資産額 

（単位：千円） 

     
前 期 

（2019年２月28日） 

当 期 

（2019年８月31日） 

    50,000 50,000 

 

[損益計算書に関する注記] 

※１．不動産事業損益の内訳 

（単位：千円） 

       
前 期 

（自 2018年９月１日 
至 2019年２月28日） 

当 期 
（自 2019年３月１日 
至 2019年８月31日） 

Ａ．不動産賃貸事業収益      

   賃貸事業収入      

    賃料収入   2,254,788 2,294,240 

    共益費収入   104,007 104,916 

    計   2,358,795 2,399,157 

   その他賃貸事業収入      

    水道光熱費収入   90,601 87,523 

    その他賃貸収入   44,375 43,705 

    計   134,976 131,229 

   不動産賃貸事業収益合計   2,493,772 2,530,386 

Ｂ．不動産賃貸事業費用      

   賃貸事業費用      

    管理業務費   123,684 85,207 

    公租公課   184,581 216,031 

    保険料   3,957 4,026 

    修繕費   29,427 49,452 

    水道光熱費   96,523 92,165 

    減価償却費   484,904 487,054 

    信託報酬   1,678 1,682 

    その他賃貸事業費用   15,257 23,519 

   不動産賃貸事業費用合計   940,015 959,140 

Ｃ．不動産賃貸事業損益（Ａ－Ｂ）   1,553,757 1,571,245 
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[投資主資本等変動計算書に関する注記] 

※１．発行可能投資口総口数及び発行済投資口の総口数 

 
前 期 

自 2018年９月１日 
至 2019年２月28日 

当 期 
自 2019年３月１日 
至 2019年８月31日 

発行可能投資口総口数 10,000,000口 10,000,000口 

発行済投資口の総口数 245,815口 245,815口 

 

[キャッシュ・フロー計算書に関する注記] 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（単位：千円） 

 
前 期 

自 2018年９月１日 
至 2019年２月28日 

当 期 
自 2019年３月１日 
至 2019年８月31日 

現金及び預金 1,856,912 2,627,266 

信託現金及び信託預金 3,185,098 3,196,426 

現金及び現金同等物 5,042,011 5,823,693 

 

[リース取引に関する注記] 

オペレーティング・リース取引（貸主側） 

未経過リース料 

（単位：千円） 

 
前 期 

自 2018年９月１日 
至 2019年２月28日 

当 期 
自 2019年３月１日 
至 2019年８月31日 

１年以内 4,894,348 4,913,567 

１年超 20,209,065 18,800,951 

合計 25,103,413 23,714,518 

 

[金融商品に関する注記] 

１.金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

本投資法人は、資産の取得及び債務の返済等に充当する資金を、主として金融機関からの借入、又は新

投資口の発行により調達しています。 

資金の借入においては、金利の動向、資金調達コスト、支払金利の形態（変動又は固定金利）、借入期

間、借入れの返済期日等を考慮し行います。 

借入れを実施する場合、借入先は金融商品取引法第２条第３項第１号に規定する適格機関投資家（但

し、租税特別措置法第67条の15に規定する機関投資家に限ります。）に限るものとし、無担保・無保証を

原則としますが、調達環境や経済条件等を考慮し本投資法人の資産を担保として提供することがありま

す。また、資産の取得及び債務の返済等、本投資法人の運用に係る必要資金の機動的な調達を目的とし

て、極度借入枠設定契約、コミットメントライン契約等の事前の借入枠の設定又は随時の借入れの予約契

約を締結することがあります。 

加えて、長期的かつ安定的な成長を目指し、金融環境、本投資法人の資本構成や既存投資主への影響等

を総合的に考慮し、投資口の希薄化に配慮しつつ、投資口の追加発行を行います。 

また、一時的な余剰資金の効率的な運用に資するため、各種の預金等で運用することがあります。 

本投資法人に係る負債から生じる金利変動リスクその他のリスクをヘッジすることを目的としてデリバ

ティブ取引を行うことがあります。なお、当期においてデリバティブ取引は行っていません。 

 

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

借入金については、主に資産の取得及び債務の返済等を使途とした資金調達です。借入金は弁済期日に

おける流動性リスクに晒されていますが、本投資法人の資産総額のうち借入金が占める割合について金利

水準及びその今後の見通し、金融環境、本投資法人の運用の効率性・安定性等を勘案して決定すること、

返済期限を分散化させること、流動性の高い現預金を一定程度保有することで流動性リスクを限定・管理

しています。 
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また、変動金利の借入金は金利の変動リスクに晒されていますが、金利の動向に注視し必要に応じて固

定金利への借り換え及びデリバティブ取引によるヘッジを検討する体制としています。 

テナントから預かった敷金及び保証金は、テナントからの預り金であり、契約満了前の退去による流動

性リスクに晒されています。当該リスクに関しては、不動産信託受益権の場合は信託勘定内、不動産、不

動産の賃借権及び地上権の場合は銀行普通預金口座又は銀行定期預金口座に一部を積み立てること、テナ

ントの入退去予定を適切に把握することやヒストリカルデータの蓄積により資金需要を予想することで安

全性を確保することとしています。 

 

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価については、市場価格に基づく価額の他、市場価格がない場合には合理的に算定された

価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条

件等を用いた場合、当該価額が異なる場合もあります。 

 

２.金融商品の時価等に関する事項 

2019年２月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（（注２）をご参照くださ

い。） 

 

（単位：千円） 
 

  貸借対照表計上額 時価（注１） 差額 

（１）現金及び預金 1,856,912 1,856,912 - 

（２）信託現金及び信託預金 3,185,098 3,185,098 - 

資産合計 5,042,011 5,042,011 - 

（３）１年内返済予定の長期借入金 4,000,000 4,000,000 - 

（４）長期借入金 19,924,000 20,064,009 140,009 

負債合計 23,924,000 24,064,009 140,009 

 

2019年８月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりです。なお、

時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（（注２）をご参照くださ

い。） 

 

（単位：千円） 
 

  貸借対照表計上額 時価（注１） 差額 

（１）現金及び預金 2,627,266 2,627,266 - 

（２）信託現金及び信託預金 3,196,426 3,196,426 - 

資産合計 5,823,693 5,823,693 - 

（３）１年内返済予定の長期借入金 4,000,000 4,000,000 - 

（４）長期借入金 19,924,000 20,381,283 457,283 

負債合計 23,924,000 24,381,283 457,283 

（注１）金融商品の時価の算定方法 

（１）現金及び預金、（２）信託現金及び信託預金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（３）１年内返済予定の長期借入金、（４）長期借入金 

これらの時価については、元利金の合計額を残存期間に対応した新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定

する方法によっています。なお、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、時価は帳簿価額にほぼ等しい

ことから、当該帳簿価額によっています。 
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（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額 

      （単位：千円） 
 

区分   
前期 

（2019年２月28日） 
当期 

（2019年８月31日） 

信託預り敷金及び保証金 ＊１ 1,529,276 1,541,562 

＊１ 賃借人から預託されている信託預り敷金及び保証金については、市場価格がなく、かつ、賃貸借契約の期間の定めがあっ

ても中途解約や更新・再契約の可能性があることから、返還時期の想定を行うことが難しく、将来キャッシュ・フローを

見積ることができません。よって、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしていま

せん。 

 

（注３）金銭債権の決算日（2019年２月28日）後の償還予定額 

          （単位：千円） 
 

  １年以内 
１年超 

２年以内 
２年超 

３年以内 
３年超 

４年以内 
４年超 

５年以内 
５年超 

現金及び預金 1,856,912 - - - - - 

信託現金及び信託預金 3,185,098 - - - - - 

合計 5,042,011 - - - - - 

 

金銭債権の決算日（2019年８月31日）後の償還予定額 

          （単位：千円） 
 

  １年以内 １年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

現金及び預金 2,627,266 - - - - - 

信託現金及び信託預金 3,196,426 - - - - - 

合計 5,823,693 - - - - - 

 

（注４）借入金の決算日（2019年２月28日）後の返済予定額 

          （単位：千円） 
 

  １年以内 １年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

１年内返済予定の 

長期借入金 
4,000,000 - - - - - 

長期借入金 - - 2,211,000 3,310,000 3,540,000 10,863,000 

合計 4,000,000 - 2,211,000 3,310,000 3,540,000 10,863,000 

 

借入金の決算日（2019年８月31日）後の返済予定額 

          （単位：千円） 
 

  １年以内 １年超 
２年以内 

２年超 
３年以内 

３年超 
４年以内 

４年超 
５年以内 

５年超 

１年内返済予定の 

長期借入金 
4,000,000 - - - - - 

長期借入金 - - 2,211,000 3,310,000 3,540,000 10,863,000 

合計 4,000,000 - 2,211,000 3,310,000 3,540,000 10,863,000 
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[有価証券に関する注記] 

前期（2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（2019年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

[デリバティブ取引に関する注記] 

前期（2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（2019年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

[退職給付に関する注記] 

前期（2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（2019年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

[税効果会計に関する注記] 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

（単位：千円） 

   
前 期 

（2019年２月28日） 
当 期 

（2019年８月31日） 

繰延税金資産    

 未払事業税損金不算入額 11 13 

 繰延税金資産小計 11 13 

 繰延税金資産合計 11 13 

繰延税金資産の純額 11 13 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

 
前 期 

（2019年２月28日） 
当 期 

（2019年８月31日） 

法定実効税率 31.51％ 31.51％ 

（調整）    

支払分配金の損金算入額 △31.49％ △31.49％ 

その他 0.05％ 0.05％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.07％ 0.07％ 

 

[持分法損益等に関する注記] 

前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

該当事項はありません。 
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[関連当事者との取引に関する注記] 

１.親会社及び法人主要投資主等 

前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

 該当事項はありません。 

 

当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

２.関連会社等 

前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

３.兄弟会社等 

前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

４.役員及び個人主要投資主等 

前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

該当事項はありません。 
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[資産除去債務に関する注記] 

前期（2019年２月28日） 

該当事項はありません。 

 

当期（2019年８月31日） 

該当事項はありません。 

 

[賃貸等不動産に関する注記] 

本投資法人では、物流施設を主たる用途とする賃貸用の不動産等資産を保有しています。これら賃貸等不

動産に係る貸借対照表計上額、期中増減額及び期末時価は、以下のとおりです。 

（単位：千円） 

 
前期 

自 2018年９月１日 
至 2019年２月28日 

当期 
自 2019年３月１日 
至 2019年８月31日 

貸借対照表計上額（注１）    

  期首残高 70,931,988 83,007,836 

  期中増減額（注２） 12,075,847 △457,319 

  期末残高 83,007,836 82,550,517 

期末時価（注３） 88,370,000 89,375,000 

（注１） 貸借対照表計上額は、取得原価（取得に伴う付帯費用を含みます。）から減価償却累計額を控除した金額です。 

（注２） 期中増減額のうち、前期の主な増加額は新規物件の取得（12,510,301千円）等によるものであり、主な減少額は減価償

却費（484,904千円）等によるものです。当期の主な増加額は資本的支出（60,460千円）等によるものであり、主な減少

額は減価償却費（487,054千円）等によるものです。 

（注３） 期末時価は、本投資法人の規約に定める資産評価の方法及び基準並びに一般社団法人投資信託協会の定める規則に基づ

き、不動産鑑定士による鑑定評価額を記載しています。 

 

なお、賃貸等不動産に関する損益については、「損益計算書に関する注記」に記載のとおりです。 

 

[セグメント情報等に関する注記] 

（セグメント情報） 

本投資法人は、不動産賃貸事業の単一セグメントであるため、記載を省略しています。 

 

   （関連情報） 

   前期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日） 

   １．製品及びサービスに関する情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しています。 

   ２．地域に関する情報 

    （１） 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

    （２） 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しています。 

   ３．主要な顧客に関する情報 

単一の外部顧客への営業収益がすべて損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略しています。 
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   当期（自 2019年３月１日 至 2019年８月31日） 

   １．製品及びサービスに関する情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省

略しています。 

   ２．地域に関する情報 

    （１） 営業収益 

本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しています。 

    （２） 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略しています。 

   ３．主要な顧客に関する情報 

単一の外部顧客への営業収益がすべて損益計算書の営業収益の10％未満であるため、記載を省略しています。 

 

[１口当たり情報に関する注記] 

 
前期

自 2018年９月１日
至 2019年２月28日

当期
自 2019年３月１日
至 2019年８月31日

１口当たり純資産額 252,965円 252,403円 

１口当たり当期純利益 4,798円 4,930円 

（注１） １口当たり当期純利益は、当期純利益を期間の日数による加重平均投資口数で除することにより算出しています。潜在投

資口調整後１口当たり当期純利益については、潜在投資口が存在しないため記載していません。 

（注２） １口当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前期 

自 2018年９月１日
至 2019年２月28日

当期 
自 2019年３月１日
至 2019年８月31日

当期純利益（千円） 1,170,729 1,211,868 

普通投資主に帰属しない金額（千円） - -

普通投資口に係る当期純利益（千円） 1,170,729 1,211,868 

期中平均投資口数（口） 243,973 245,815 

 

[重要な後発事象に関する注記] 

本投資法人は、2019年９月19日及び2019年９月30日開催の役員会において、以下のとおり新投資口の発行を

決議し、公募による新投資口の発行については2019年10月７日に、第三者割当による新投資口の発行について

は2019年11月７日に、払込みが完了しました。 

 

＜公募による新投資口の発行＞ 

  発行新投資口数       ：57,150口 

  発行価格（募集価格）    ：１口当たり335,887円 

  発行価格（募集価格）の総額 ：19,195,942,050円 

  発行価額（払込金額）    ：１口当たり324,690円 

  発行価額（払込金額）の総額 ：18,556,033,500円 

  払込期日          ：2019年10月７日 

 

＜第三者割当による新投資口の発行＞ 

  発行新投資口数       ：2,850口 

  発行価額（払込金額）    ：１口当たり324,690円 

  発行価額（払込金額）の総額 ：925,366,500円 

  払込期日          ：2019年11月７日 

  割当先           ：ＳＭＢＣ日興証券株式会社 
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（７）【附属明細表】

①有価証券明細表 

（ア）株式 

該当事項はありません。 

（イ）株式以外の有価証券 

該当事項はありません。 

 

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 

該当事項はありません。 

 

③不動産等明細表のうち総括表 

（単位：千円） 

資産の種類 
当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

減価償却累計額 差引 
当期末 
残高 

摘要 
又は償却 
累計額 

当期 
償却額 

有 
形 
固 
定 
資 
産 

信託建物 37,515,698 48,151 28,020 37,535,830 1,839,363 474,002 35,696,466 － 

信託構築物 1,288,743 820 2,705 1,286,857 48,050 12,777 1,238,807 － 

信託機械 
及び装置 

－ 7,372 － 7,372 51 51 7,320 － 

信託工具、 
器具及び備品 

689 4,116 － 4,806 252 223 4,554 － 

信託土地 45,603,368 － － 45,603,368 － － 45,603,368 － 

合  計 84,408,499 60,460 30,725 84,438,235 1,887,718 487,054 82,550,517 － 

無 
形 
固 
定 
資 
産 

ソフトウェア 9,500 － － 9,500 3,665 950 5,835 － 

その他 1,000 － － 1,000 208 50 791 － 

合  計 10,500 － － 10,500 3,873 1,000 6,626 － 

 

④その他特定資産の明細表 

該当事項はありません。 

 

⑤投資法人債明細表 

該当事項はありません。 
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⑥借入金明細表 

（単位：千円） 

区 
分 

借 入 先 
当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

平均利率 
（注１） 

返済期限 使途 摘要 

１の 
年長 
内期 
返借 
済入 
予金 
定 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
1,400,000 － － 1,400,000 

0.2436% 
2019年 

９月29日 
（注２） 

無担保 

無保証 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
1,200,000 － － 1,200,000 

株式会社日本政策 

投資銀行 
1,400,000 － － 1,400,000 

計 4,000,000 － － 4,000,000  

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社 

みずほ銀行 
720,000 － － 720,000 

0.3263％ 
2021年 

９月14日 

（注２） 
無担保 

無保証 

株式会社日本政策 

投資銀行 
1,491,000 － － 1,491,000 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
430,000 － － 430,000 

0.3575％ 
2022年 

９月14日 株式会社 

三井住友銀行 
2,050,000 － － 2,050,000 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
1,760,000 － － 1,760,000 

0.3913％ 
2023年 

９月14日 

株式会社 

みずほ銀行 
1,330,000 － － 1,330,000 

株式会社 

福岡銀行 
450,000 － － 450,000 

株式会社 

福岡銀行 
900,000 － － 900,000 0.4288％ 

2024年 

９月14日 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
620,000 － － 620,000 0.4675％ 

2025年 

９月14日 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
710,000 － － 710,000 0.5075％ 

2026年 

９月14日 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
1,340,000 － － 1,340,000 

0.5500％ 
2027年 

９月14日 

株式会社 

三菱ＵＦＪ銀行 
1,340,000 － － 1,340,000 

株式会社 

三井住友銀行 
880,000 － － 880,000 

株式会社 

みずほ銀行 
880,000 － － 880,000 

株式会社 

三井住友銀行 
830,000 － － 830,000 0.2400% 

2022年 

９月14日 

農林中央金庫 800,000 － － 800,000 0.3950% 
2025年 

９月14日 

株式会社 

新生銀行 
500,000 － － 500,000 0.4538% 

2026年 

９月14日 

株式会社 

みずほ銀行 
830,000 － － 830,000 0.5750% 

2028年 

９月14日 
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区 
分 

借 入 先 
当期首 
残高 

当期 
増加額 

当期 
減少額 

当期末 
残高 

平均利率 
（注１） 

返済期限 使途 摘要 

長 
期 
借 
入 
金 

株式会社 

福岡銀行 
807,000 － － 807,000 

0.5750% 
2028年 

９月14日 
（注２） 

無担保 

無保証 
信金中央金庫 1,256,000 － － 1,256,000 

計 19,924,000 － － 19,924,000  

合計 23,924,000 － － 23,924,000  

（注１）変動金利の平均利率は、日数及び借入残高による期中の加重平均を記載しており、小数第５位を四捨五入しています。 

なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含んでいません。 

（注２）資金使途は、いずれも不動産又は不動産信託受益権の購入代金及びその付随費用です。 

（注３）長期借入金の貸借対照表日以後５年以内における１年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。 

（単位：千円） 

  １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内 

長期借入金    －    2,211,000    3,310,000   3,540,000 
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２【投資法人の現況】

（１）【純資産額計算書】

  （2019年８月31日現在） 

Ⅰ 資産総額 88,457,666千円 

Ⅱ 負債総額 26,413,105千円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 62,044,560千円 

Ⅳ 発行済数量 245,815口 

Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 252,403円 

 

 

第６【販売及び買戻しの実績】

計算期間 発行日 販売口数 買戻し口数 
発行済投資口の 

総口数 

第１期計算期間 
自 2016年７月14日 
至 2017年２月28日 

2016年７月14日 2,000口 - 2,000口 

2016年９月28日 18,000口 - 20,000口 

第２期計算期間（注２） 
自 2017年３月１日 
至 2017年８月31日 

- - - 8,000口 

第３期計算期間 
自 2017年９月１日 
至 2018年２月28日 

2017年９月13日 198,000口 - 206,000口 

2017年10月10日 8,000口 - 214,000口 

第４期計算期間 
自 2018年３月１日 
至 2018年８月31日 

- - - 214,000口 

第５期計算期間 
自 2018年９月１日 
至 2019年２月28日 

2018年９月10日 30,300口 - 244,300口 

2018年10月11日 1,515口 - 245,815口 

第６期計算期間 
自 2019年３月１日 
至 2019年８月31日 

- - - 245,815口 

（注１）本邦外における販売及び買戻しの実績はありません。 

（注２）2017年６月15日を効力発生日として、投資口１口につき0.4口の割合による投資口併合を行ったことにより、併合後の発行済投資口の総

口数は8,000口となっています。 

（注３）本投資法人による投資口の買戻しの実績はありません。 

 
 

 

第７【参考情報】
当計算期間の開始日から、本書提出日までの間に、以下の書類を関東財務局長に提出しました。

 

2019年５月30日 第５期（自 2018年９月１日 至 2019年２月28日）有価証券報告書 

2019年７月26日 臨時報告書 

2019年９月19日 有価証券届出書（一般募集） 

2019年９月19日 有価証券届出書（第三者割当） 

2019年９月20日 有価証券届出書（一般募集）の訂正届出書 

2019年９月30日 有価証券届出書（一般募集）の訂正届出書 

2019年９月30日 有価証券届出書（第三者割当）の訂正届出書 

2019年10月17日 有価証券届出書（第三者割当）の訂正届出書 
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独立監査人の監査報告書 

 

        ２０１９年１１月２８日

三菱地所物流リート投資法人  

  役 員 会  御 中    

 

  EY新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 

 

 
公認会計士 鈴 木   理   ㊞ 

 
指定有限責任社員 

業務執行社員 
  公認会計士 安 部 里 史   ㊞ 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「投資法人の経理状況」に

掲げられている三菱地所物流リート投資法人の２０１９年３月１日から２０１９年８月３１日までの第６期計算期間の財

務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、投資主資本等変動計算書、金銭の分配に係る計算書、キャッシュ・フロー

計算書、注記表及び附属明細表について監査を行った。 

 

財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。 

 監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。 

 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

監査意見 

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三菱地所

物流リート投資法人の２０１９年８月３１日現在の財産の状態並びに同日をもって終了する計算期間の損益及びキャッシ

ュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

利害関係 

 投資法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上

（注）１．上記は独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本投資法人が

別途保管しています。 

２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。 
 


